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した漁場形成・漁海況予測や赤潮等の発生予測を行う手法の開発に取り組む。

加えて、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建

設生産プロセスで３次元データやICTを活用して生産性の向上を図る i-

Constructionなどの施策を実施する。 

さらに、中小企業・小規模事業者が、準天頂衛星やリモートセンシング衛星

の情報等を活用して革新的なサービス開発等の事業化を進められるよう支援す

る。 

 

（２）東京2020大会において我が国の姿を全世界に 

平成32年（2020年）に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会

においては、これらの地理空間情報を高度に活用する我が国の姿を全世界にショ

ーケースとして提示することとし、これをＧ空間社会の実現に向けた更なる飛躍

への布石とする。 

具体的には、訪日外国人や高齢者・障害者等に対する屋内外のシームレスな移

動支援や歩行者移動支援に関するデータの整備、Ｇ空間情報センター等を通じた

提供、交通結節点における地理空間情報を活用した高度な案内サービスの提供、

自動車の自動走行などの新たなサービスの創出を図る。 

例えば、東京駅周辺の交通施設や、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会の主要な関連施設等において、鉄道事業者や施設管理者などの関係者と連携し

て、高精度測位技術等を活用した屋内外の測位環境を構築する。特に、衛星測位

が行えない屋内・地下空間においては、Wi-Fiやビーコンなどのパブリックタグの

登録・設置を促進する。このように、屋内外シームレスな測位環境の整備を促進

することで、訪日外国人向けのナビゲーションなどの多様な位置情報サービスを

実現する。あわせて、現在地から目的地までの経路情報や会場の見取り図などの

観客席への案内情報等について、準天頂衛星システムの活用による高精度な測位

環境を活用しつつ提供する取組を進めることにより、訪日外国人をはじめ誰もが

ストレスを感じることなく、円滑に移動・活動できる社会の実現を目指す。 

また、自動走行技術とICTを活用することで、世界最高水準のアクセシビリティ

を実現し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、自動車の自動

走行制御や高度運転支援などを利用した次世代都市交通システム（ART）による移

動サービスを、開催都市である東京都と連携して実現させる。 

 

３．暮らしの中で実感できる地理空間情報の活用 

（１）災害に強く持続可能で強靱な国土の形成 

① 発災前における地理空間情報を活用した災害対応力強化のための取組  

災害に強く持続可能な国土づくりのためには、平常時において、個人や地域
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望に応じて、被災後の初動対応・応急対策活動、復旧・復興等に資する地理空

間情報を迅速に提供し、その情報を円滑かつ効果的に関係機関等が活用できる

ように支援を行う。 

 

（２）安全・安心で質の高い暮らしの実現 

我々の生活を安全・安心で質の高いものとするため、モバイル端末の普及とモ

ノ、ヒト、コトのデジタル化が加速することを踏まえ、住民の身近なサービス分

野における利便性の向上を図る。 

具体的には、自動走行技術の活用による高齢者・障害者等へのモビリティ向上

サービス、屋内外の測位環境の整備による高齢者等の移動支援、位置情報の活用

による高度な見守りサービスやコミュニティバスの運営による買物サービス、運

動量と健康との関係を明らかにすることにより運動を促すサービス等を実現す

る。 

また、GISの活用により、犯罪を未然に予防し、被害の拡大を防止するため、犯

罪の時空間的な集積・変化の分析手法、犯罪抑止対策の評価手法、防犯活動の支

援手法の開発を行うなど、事案対処手法の高度化・防犯活動の支援を促進する。 

 

（３）行政の効率化・高度化の推進 

行政の効率化・高度化や新サービスの提供による経済活性化等を図るため、国

や地方公共団体をはじめとする関係機関において、統計情報等のオープンデータ

化を推進する。さらに、地方公共団体が作成・保有する地理空間情報のオープン

データ化を進めるための技術的支援や普及啓発を実施する。 

国や地方公共団体は、直面している厳しい財政状況の下、社会資本のライフサ

イクルコストの最小化を実現し、維持管理のための人材不足・技術力不足を解決

する必要がある。このため、管理施設等を識別するための場所情報コードの利活

用や、無人航空機等による老朽化インフラのモニタリングといったICTやロボッ

ト技術等を活用したインフラマネジメントを実現する。 

また、産学官が連携し、各府省が保有する地域統計データ等を提供する「統計

GIS」を充実させ、地方公共団体における防災計画や都市計画等の策定事務への統

計データの公的利用を促進する。Ｇ空間情報センターや地域経済分析システム

（RESAS）等を通じた地理空間情報の活用のための支援やコンサルティングサー

ビスの普及を促進し、地理空間情報の取扱いや活用に不慣れで、元来、地理空間

情報となじみの薄い分野の利用者であっても、その活用が可能となるような支援

体制を構築する。 

さらに、地方公共団体等の実施する公共測量について、無人航空機などの新た

な測量技術を活用して一層の効率化を図るため、技術的支援の実施、技術マニュ
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